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-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎開会及び開議の宣告 

 

○開会の宣告 

午前 10 時 00 分 

 

○開議の宣告 

午前 10 時 00 分 

 

○議長（林貢君） ただいまの出席議員は 14 名であります。 

 定足数に達しておりますので、令和２年第６回階上町議会臨時会を開会いたしま

す。 

 ただちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

○議長（林貢君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第 126 条の規定により、議長において、10 番 松

尾國治君、11 番 百目木和俊君を指名いたします。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎会期の決定 

 

○議長（林貢君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって会期は、本日１日間とすることに決定いたしました。 
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-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎提案理由説明 

 

○議長（林貢君） 日程第３、この際、議案第１号 階上町特別職の職員の給料等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件から議案第３号 石鉢小学

校・赤保内小学校エアコン設置工事請負契約の締結についての件までの３件を一括

して上程いたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 

○町長（浜谷豊美君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） 町長、浜谷豊美君。（町長登壇） 

 

○町長（浜谷豊美君） 皆さん、おはようございます。本日ここに、令和２年第６

回階上町議会臨時会を開会するにあたり、議員各位には、ご多忙のところご出席い

ただき、誠にありがとうございます。 

 それでは、本臨時会に提案いたしました議案の概要につきまして、ご説明申し上

げ、審議の参考に供したいと思います。 

 議案第１号 階上町特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明申し上げます。 

 本案は、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改めるため、提案する

ものであります。 

 議案第２号 階上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。 

 本案は、青森県人事委員会勧告に基づき、職員の期末手当の支給割合を改めるた

め、提案するものであります。 

議案第３号 石鉢小学校・赤保内小学校エアコン設置工事請負契約の締結につい

て、ご説明申し上げます。 

 本案は、石鉢小学校・赤保内小学校エアコン設置工事請負契約を締結するため、

提案するものであります。 

 以上、提出議案につきまして概要を御説明申し上げましたが、審議の過程におい

ての質疑に対しましては、本職並びに関係職員等からお答え申し上げますので、慎
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重にご審議の上、原案のとおり議決くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。（町長降壇） 

 

○議長（林貢君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎議案第 1 号議題、質疑、討論、採決 

 

○議長（林貢君） 日程第４、議案第１号 階上町特別職の職員の給料等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑は、ありませんか。 

 

○４番（大下修君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、４番、大下修君。（大下議員起立） 

 

○４番（大下修君） ４番、大下修です。 

石鉢小学校・赤保内小学校、間違えました。 

 

○議長（林貢君） よろしいですか。 

 

○４番（大下修君） ハイ。（大下議員着席） 

 

○議長（林貢君） 質疑はありませんか。（質疑なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。（討論なしの声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号 階上町特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についての件を採決いたします。 

本案は、原案のとおりに決することに、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおりに可決されました。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎議案第 2 号議題、質疑、討論、採決 

 

○議長（林貢君） 日程第 5、議案第２号 階上町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定についての件を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑は、ありませんか。 

 

○２番（寅谷正君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ２番、寅谷正君。（寅谷議員起立） 

 

○２番（寅谷正君） ハイ、２番、寅谷です。 

特別職とかそういうのは仕方がないかもしれませんけども、コロナ禍等を含めて

人事院のやつを見てみましたけども、民間に比べてわずかな差だけだと、そういう

部分の中で 0.05 月というふうな部分で提案でありますけども。出してきた総務のほ

うで、あるいは職員組合等で、慎重に関する意見というのはなかったかどうか確認

したいと思います。それはなんだかんだと言っても、地方ってやっぱり公務が引っ

張っているからね。公務労働者が引っ張っているので民間のほうの部分は、もし、

役場職員等の、職員の給与もそういうふうに減額するということは、さらにその厳

しい中小の町内の民間とかなんとかの企業のほうは、問答無用で従うことになりは

しないかと。 

また、今後もコロナ関係のやつのが、見通しが出来ない中でこれがベースになっ

ていって、またそういうふうに右ならえの状況が続くのではないだろうかというの

が。そういう面でわずかである中でも下げれば、そういうふうに下げたんだからう

ちの会社は、っていうふうにね、なる可能性が予想されるので、そういうふうな部

分に対してちょっと考えたほうがいいよとか。 

そういうふうな意見とかっていうのは、職員組合やら総務課の担当課等からそう

いう部分のがなかったでしょうか。全会異議なく満場一致での提案だったでしょう

か。よろしいでしょうか。 

以上です。（寅谷議員着席） 
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○総務課長（野沢雅浩君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、総務課長、野沢雅浩君。（総務課長起立） 

 

○総務課長（野沢雅浩君） ハイ。 

今回の改定につきましては青森県人事委員会の勧告に基づきまして、民間の支給

割合との均衡を図るため 0.05 下げるものでございます。 

また、近隣の他自治体の動向も踏まえながら、本町におきましてもこのような措

置をすることでございます。 

なお、職員組合からの意見は特別ございませんでした。 

以上でございます。（総務課長着席） 

 

○議長（林貢君） よろしいですか。 

 

○２番（寅谷正君） ハイ。 

 

○議長（林貢君） そのほか、質疑はありませんか。（質疑なしの声あり） 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。（討論なしの声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより、議案第２号 階上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎議案第３号議題、質疑、討論、採決 

 

○議長（林貢君） 日程第 6、議案第３号 石鉢小学校・赤保内小学校エアコン設

置工事請負契約の締結についての件を議題といたします。 
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 これより質疑に入ります。 

 質疑は、ありませんか。 

 

○４番（大下修君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、４番、大下修君。（大下議員起立） 

 

○４番（大下修君） ハイ、４番、大下修です。 

石鉢小学校・赤保内小学校エアコン設置工事請負契約について伺います。 

この入札には 10 社が選ばれてというんですかね。入札に参加しているかと伺いま

した。 

この 10 社というのはどういうふうな形で選ばれるのか伺いたいと思います。 

以上です。（大下議員着席） 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、総合政策課長、濱浦幸夫君。 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ。（総合政策課長起立） 

 大下議員のご質問にお答えします。 

 これにつきましては、予定価格が６千万円以上ということで、これにつきまして

は、工種につきましては建築ということで、２千万円以上につきましては審査会に

おいて A 級という評価点を持っているものということで、町内の業者３社、それか

ら八戸市内の業者７社ということで建築の A 級という中から 10 社選んでいるとこ

ろでございます。 

 指名競争入札につきましては、５社以上の審査指名が必要だということで設定し

ているところでございます。 

以上でございます。（総合政策課長着席） 

 

○４番（大下修君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、４番、大下修君。（大下議員起立） 

 

○４番（大下修君） ちょっと質問と趣旨がちょっと違っているような気がします
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けれども。この 10 社がですね、選ばれる。選ばれるのかどうか分かんないんだけど

も、どういうふうにしてこの 10 社が決まっていて、入札にかけられたのか、という

ことを伺っていましたけれども。なんかなく、ただ手を挙げてくださいで、きた 10

社じゃないですよね。そこのところをちょっと伺いたかったんですけど。（大下議員

着席） 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、総合政策課長、濱浦幸夫君。 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ。（総合政策課長起立） 

 それではご質問にお答えします。大変申し訳ございません。 

 指名につきましては実績等を加味して、それから評価点を加味してということで

担当課のほうで選定しまして、町長伺いということで。最終的には階上町建設業者

等指名審査会のほうにかけまして、それで決定するということになってございます。 

以上でございます。（総合政策課長着席） 

 

○４番（大下修君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、４番、大下修君。 

 

○４番（大下修君） ハイ。（大下議員起立） 

そうしますと審査会で協議して、10 社が決められて、そのあとその方々に声掛け

て、入札ですよ、という形で進んでいくんですか。 

 お願いします。（大下議員着席） 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、総合政策課長、濱浦幸夫君。（総合政策課長起立） 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ。 

 議員ご案内のとおり、審査会において決定して通知を差し上げるということでご

ざいます。 

以上でございます。（総合政策課長着席） 
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○議長（林貢君） そのほか、質問はございませんか。 

 

○２番（寅谷正君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、２番、寅谷正君。（寅谷議員起立） 

 

○２番（寅谷正君） ハイ、２番、寅谷正です。 

まず、先般、町内の小中学校の保健室全部をやって、短い間にこういう提案をし

てくれまして、非常にありがたいと喜んでおります。 

ところで、この前学校視察を教育民生常任委員でもやりましたけども、階上小学

校さんですけども、赤保内小学校よりも上のほうで、山のほうで暑くて蜂が出ると

かってね。校長先生がお話を、教頭だか話をしたんですけども、暑いから、山も近

いしそうだろうなというふうに思ったりして聞いていましたけども。そういうふう

なね、暑さの上ではそこの職員とか保護者とか児童のね、児童もそうかもしれない

けれど、なしておらほは外れたんだべっていうふうな、この前の保健室とは違って、

ありはしないかなと。 

それから浜手のほうもね。来年から３校一緒になるわけだけども、やっぱり小舟

渡とか大蛇ってね、寒冷地仕様じゃないけども、浜仕様の人間生まれて３か月で大

脳のね、枠組みが決まるっていうんですけども、そういうことからして、せっかく

新しいところになったという部分でね。新道仏小学校というふうなことは考えなか

ったのか。 

その２点についてね、児童、保護者の立場から、そういう疑念を持たれないかな

というふうに思いましたので、お伺いしたいと思います。（寅谷議員着席） 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ、議長。 

 

○議長（林貢君） ハイ、総合政策課長、濱浦幸夫君。（総合政策課長起立） 

 

○総合政策課長（濱浦幸夫君） ハイ、それでは寅谷議員のご質問、ご意見といい

ますか。お答えしたいと思います。 

今のエアコンの部分に関してちょっと離れる部分もあろうかなと思います。ただ、

先般、議会の教育民生常任委員、それから教育委員の方々が学校視察したと。年１
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回行事と言いますか、委員会だと思いますけれども、その中で出た意見につきまし

ては、今後担当課のほうから予算要求という形になるのか。それについてはあとで

財政のほうにお話があるのかなと思いますので、そちらのほうを検討しながらとい

う部分になろうかなと思います。 

それから小舟渡、道仏小学校につきましては統合するということで今回の工事に

は入っていないという部分ございますので、道仏小学校につきましては入ってくる、

統合する、贈与金といいますか、そちらのほうを加味しながら検討しているところ

でございます。 

それから階上小学校さんにつきましては、エアコンの設置ということでキューピ

クルがないということで新しくキューピクルですね、電力のですね、そちらのほう

が新しくなるということで、そちらのほうを設置するということで今進めていると

ころでございます。 

以上でございます。（総務課長着席） 

 

○議長（林貢君） 寅谷議員に申し上げます。ただいまの発言は議題外にわたって

おりますので、議題についてのご質疑をお願いしたいと思います。 

そのほか、質疑ありませんですか。（質疑なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。（討論なしの声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号 石鉢小学校・赤保内小学校エアコン設置工事請負契約の締

結についての件を採決いたします。 

本案は、原案のとおりに決することに、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎議会案第１号議題、質疑、討論、採決 

 

○議長（林貢君） 日程第７、議会案第１号 階上町議会議員の議員報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 ただいま議題となっております、議会案第１号は議員発議でありますので、提案

理由の説明、委員会付託、質疑及び討論は省略いたしたいと思います。  

それにご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、提案理由の説明、委員会付託、質疑及び討論は省略することに決定いた

しました。 

これより議会案第１号 階上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

本案は、原案のとおりに決することに、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎議会案第２号議題、質疑、討論、採決 

 

○議長（林貢君） 日程第８、議会案第 2 号 階上町議会議員の期末手当支給条例

の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議会案第２号は議員発議でありますので、提案

理由の説明、委員会付託、質疑及び討論は省略いたしたいと思います。  

それにご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、提案理由の説明、委員会付託、質疑及び討論は省略することに決定いた

しました。 

これより議会案第 2 号 階上町議会議員の期末手当支給条例の一部を改正する条

例の制定についての件を採決いたします。 

本案は、原案のとおりに決することに、ご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

◎閉会の宣告 
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○議長（林貢君） 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了

いたしました。 

 これにて、令和２年第６回階上町議会臨時会を閉会いたします。 

 

                      （閉会時刻 午前 10 時 21 分） 
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